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民間、市営問わず、各保育園にはそれぞれの特色や伝統があります。 
私たちは、市営保育所で長年営まれてきた「子どもの主体としての心を育てる保育」を徹底的に重視

する姿勢を大変貴重でかけがえのないものと考えています。そこで育まれる主体としての心は、子ども

たちが将来さまざまな場面で苦境に突き当たりつつも生き抜いていくための基本的な潜在力になると考

えます。 
民間の各保育園においても、そうした心を育てる保育を大切にしていることは承知しています。けれ

ども、民間園には個性やばらつきがあり、たとえば音楽や英会話等の習い事含め、学校教育へ向けた集

団行動、規律訓練等の教育的側面をより重視する園も多いことも周知のことだと思います。 
私たちとしては、民間のさまざまな取り組みにも敬意を表しつつも、民間移管にあたっては、ぜひと

も、現在の市営保育所の保育のあり方を適切に引き継いでいただけるところが選ばれてほしいと考えて

います。そのために、以下の点を要望します。 
 

１．市営保育所が大切にする、「子供の主体としての心を育てる保育」を重視する民間園に移管

が行われること  
市営保育所と大幅に異なる保育実践を行っている民間園へ、円滑に、また現在通所中の子供達への影

響を 小限に引き継ぎを行う事は、極めて難しいと考えます。市営保育所が大切にする、「子供の主体と

しての心を育てる保育」を重視する保育園が移管先保育園として選定されるように、以下にあげるよう

ないくつかの手立てを考えてください。 
 
２．市営保育所とほぼ同内容の保育の引き継ぎを保障するために、実地審査における「保育の内

容」項目について 低合格ラインを設ける、あるいは保育の内容の具体的な項目に沿って市営保

育所と移管先候補保育園の日々の取り組みを目に見えるかたちで比較評価する、などの措置をと

ること  
京都市では 90％が民間の保育園で構成されていますが、その保育園の特色は様々です。必ずしも各民

間園が市営保育所の重視する「主体としての心を育てる保育」を同じように行っているとは限りません。 
これまで民間移管の募集に名乗りをあげ、実地審査を受けた各民間園の「保育の内容」の得点につい

ても、以下の通り大きなばらつきがあります。 
 
・熊千代会（→室町乳児）	 	 	 	 	 １１点／２４点 
・竹林寺（→朱雀乳児）	 	 	 	 	 	 １５点／２４点 
・大原野保育園	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １９点／２４点 
・京都地の塩会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３点／２４点 
・永興福祉会（→九条保育所）	 	 	 １６点／２４点 
・保健福祉の会（→吉祥院保育所）	 ２３点／２４点 



・洛和福祉会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２０点／２４点 
 
市営保育所は、保育所保育指針（厚労省）に基づく基本的な保育を重点的に行っているため、この「保

育の内容」については、ほぼ満点が出ると推測されます。一方、民間園は上記の通り大きなばらつきが

あり、この「保育の内容」項目について低い得点のところは、おそらく基本的な保育以外の部分に力を

入れているのだと思います。 
これまでの移管においては、24点中 23点の保育園に移管先が決まった吉祥院保育所以外、かなり「保

育の内容」の点数が低いところに決まっているのが現状です（11点、15点、16点）。これでは、市営が
大切にする「子供の主体としての心を育てる保育」を継承する事は難しいと思います。私達としては、

基本的な「保育の内容」を重視する保育園（法人）に引き継ぎをお願いしたいと思っています。 
	 したがって、市営保育所の「保育の内容」を着実に引き継ぐという観点から、現在の園において、市

営保育所で行われているものと類似の保育実践を行っていることを移管の要件としていただきたいです。 
具体的には、実地審査における「保育の内容」に関し一定得点以上（たとえば 24 点満点中 19 点以上

〔ほぼ 8割以上〕）をとることを要件としていただきたいです。 
また、少なくとも、「保育の内容」の具体的項目について、現在の市営保育所の取り組みと移管先候補

民間園の取り組みとを、具体的項目ごとに比較評価して、市営保育所と移管先候補の園の差がどのよう

な点で、どの程度あるのかも目に見えるかたちにしてください。 
 
３．市営保育所の保育方針や保育内容の詳細を募集要項に具体的に記載すること  
市営保育所と同内容の保育を実践することを基本事項とすることを、より具体的に募集要項に書き込

んでください。現行で、市営保育所の保育士がどのような点を重視して保育に携わっているのか、どの

ような「保育のガイドライン」にもとづいて保育が営まれているのか、あるいは市営保育所の保育を引

き継ぐにあたって重視すべき「引き継ぎの内容」は具体的にどのようなものか、また、どのような内容

の研修を市営保育士が受けているのかを、募集の段階で明示してください。 
 
４．市営の保育士と同じ研修を一定期間、移管先保育園の全職員が受講すること  
移管先民間園の管理職、保育士に対して、市営保育所の保育を適切に引き継ぐために、市営保育所の

保育士が受けている研修（巡回指導とエピソード研修含む階層別研修、項目別研修など）の受講を、少

なくとも在園児が卒園するまで、義務付けてください。共同保育の期間も設けられていますが、それだ

けでなく、それぞれの保育士らが同じ場で学ぶことで、得るもの、引き継ぐにあたって必要な保育士相

互の一体感は大きくなると思います。 
 
５．募集要項の基本事項の中に、移管に臨んで有している姿勢の項目をもうけ、まず一から市営

保育所の保育内容を引き継ごうとする柔軟な姿勢を示すことを、移管の条件とすること。  
	 移管に際しての大きな困難の一つとして、各民間園や保育士のこれまでのやり方と、市営保育所のや

り方がぶつかることがあるのではないでしょうか。移管というのは、市営保育所の保育を引き継ぐこと

が基本なので、移管先として応募する保育園においては、まず心を白紙にして市営を引き継ぐという事

を第一に考えてほしいです。そのことを移管における要件としてください。 
 
 



 
６．移管先民間園の保育士の身分保障の観点から、常勤保育士は 2 分の１以上を確保すること  
	 現在の「基本事項」の規定では、移管後、非常勤保育士が 3 分の２を占めることもありえます。非常
勤保育士の多い保育園になることは保護者として不安なので、市としても移管予定民間園に対して十分

な常勤保育士の配置及び保育士の身分保障につとめるよう働きかけてほしいです。非常勤保育士は 2 分
の１を上回らないこと、などの要件をもうけてください。 
 
７．保護者の思いを移管先候補の法人に知ってもらうために、募集要項に保護者会の意見をのせ

るページを設けること  
募集要項は現在、移管予定市営保育所の建物図面や定員、簡単なスケジュールがのっているだけです。

これでは、募集段階で、どのような保育園を引き継ぐのか、保護者達が保育についてどのような考え、

思いをもっているのか、移管先候補の法人には見えません。ぜひ、現在子どもを通所させている保護者

たちの思いを伝えることのできるページを募集要項の中に（参考資料の一部としてでも）もうけさせて

ください。（要望書添付資料参照） 
 
８．移管後も、ＯＢの子ども、保護者、保育士が訪問しやすい環境を確保すること。  
子どもも保護者も保育士も、たとえ運営主体が変わっても、同じような保育園であり続け、また機会

あるごとに訪問できることを望みます。年下のお友達の保育園での成長を喜びたいし、また夏祭り等の

イベントには気軽に顔を出したいです。移管後、たとえ運営主体が変わっても、ＯＢの子ども、保護者、

保育士が気軽に訪問できる環境を整えることを移管の要件としてください。 
 
９．移管前と移管後を比較しつつ、第三者による検証を行いつつ、移管を進めること  
民間移管は、子どもと保護者に大きな不安をあたえます。移管の進め方次第で、その不安はより大き

なものになります。今後、無理のある民間移管がないように、移管前と移管後の保育内容、子どもたち、

保護者の思いや意向を調査しつつ、必ず第三者による検証（たとえば選定部会委員による検証）をへな

がら、移管を進めて下さい。 
 
１０． 後に。  
小さな子どもにとって、なんらかの事情で母親ないし父親が入れ替わることは大変な悲しみと不安を

伴います。子育ての内容をどんなに引き継いでも、親がいなくなる悲しみは変わりません。それは、一

日の 3 分の１の時間をともにすごす保育士とてほぼ同じことです。引継ぎ期間があるにしても、慣れた
保育士が突然大勢いなくなることは、子どもにとって、きわめて大きな悲しみです。民間移管は大きな

悲しみと不安を伴います。そのことを踏まえて、安直な移管とならないよう、ぜひご配慮ください。 


